
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
鶴居村商工会（法人番号 ）１４６０００５０００４４４ 

鶴居村（地方公共団体コード） ０１６６７５ 

実施期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

①事業承継・創業支援による商工業機能の維持 

②経営力強化支援による収益力向上 

③地域資源を活用した新商品開発や販路開拓による売上増加 

【地域への裨益目標】 

上記目標を達成することで、商工業者の経営基盤が強化され、地域コミュニ 

ティの継続と活性化が促進され、地域住民の利便性の向上に寄与します。 

また、地域ブランド確立による外貨獲得と交流人口の増加により、鶴居村の

持続的な発展へと繋げることを目指します。 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

(1) 地域内景況調査 

(2) ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）の活用 

４．需要動向調査に関すること 

(1) 商談会・物産展等における需要動向調査 

５．経営状況の分析に関すること 

(1) 小規模事業者の経営分析掘り起こし 

(2) 経営分析による経営課題の可視化 

６．事業計画策定支援に関すること 

(1) 巡回訪問・窓口相談等における事業計画策定支援 

(2) 事業承継計画策定支援 

(3) 創業計画策定支援 

(4) ＤＸ推進セミナーの開催 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

(1) 事業計画策定事業者に対する支援 

(2) 事業承継計画策定事業者に対する支援 

(3) 創業計画策定事業者に対する支援 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

(1) 展示会・商談会出展支援 

(2) ＩＴを活用した販路開拓支援 

(3) メディアを活用した販路開拓支援 

連絡先 

鶴居村商工会 

〒085-1203  北海道阿寒郡鶴居村鶴居西１丁目１番地 

TEL：0154-64-2453 FAX：0154-64-2364 

 Ｅ-mail：tsuruimura@tsurui-shokokai.com 

 

鶴居村 産業振興課 

〒085-1203 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西１丁目１番地 

  TEL：0154-64-2114 FAX：0154-64-2577 

E-mail : tancho@vill.tsurui.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標  

（１）地域の現状及び課題 

 

①鶴居村の概要  

昭和２７年に国の特別天然記念物に指定された「丹頂」 

 が生息する鶴居村は、名前の通り「鶴の居る村」として 

北海道の東側に位置し、南側はダムのない自然の河川が 

釧路湿原国立公園内を流れ、やがて釧路市内を経て太平 

洋に注いでいます。 

西側は「まりも」のふるさと阿寒摩周国立公園、北側に 

は透明度世界一を誇る「摩周湖」を擁す弟子屈町、東側は 

酪農郷の大パノラマ標茶町に挟まれています。 

南側の人口１５万人の釧路市は市内から車で４０分、 

 丹頂釧路空港からも４０分のところに位置しております。 

昭和２７年当時「丹頂」は３３羽の固体にまで減少し 

ておりましたが、地域住民の保護活動により年々増加しており、釧路総合振興局令和６年度観光

入込調査では、冬場の越冬スポットで過ごす「タンチョウ」を目当てに、写真撮影等を行う観光客、

写真家など年間約４６万人が訪れています。 

北海道の令和６年度観光客入込調査では、外国人宿泊客も５９３人と増加傾向にあります。そし

て、道内・道外と当地域とのアクセスを強化する道東自動車道の整備は進み、道央圏から釧路市を

繋ぐ阿寒 IC～釧路西 ICの開通、さらに厚岸・根室方面への延伸は鶴居村も含めた釧路・根室管内

における観光産業に飛躍的な発展をもたらす事が予想されます。 

 

②人口の推移 

鶴居村の人口は、国勢調査によると昭和３０年の４，８２４人をピークに、その後は減少傾向に

転じています。近年においても人口減少は続いており、平成３０年１０月時点の住民基本台帳人口

は２，５４０人でしたが、令和７年１０月には２，３７２人まで減少しています。令和６年の住民

基本台帳人口は２，４３０人であり、ピーク時と比較すると約半数に減少している状況にありま

す。 

将来推計においても人口減少

は続くと見込まれており、令和

１２年には２，１４０人、令和

２２年（２０４０年）には１，

８２７人、令和３２年（２０５

０年）には１，４８８人、さら

に令和４２年には１，１９３人

にまで減少すると推計されてい

ます。 

これは、直近の人口と比べて

も約５０％近い減少となる見込

みであり、地域社会の縮小や担

い手不足などが今後の大きな課

題となっています。 
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③産業別の現状と課題  

ア．農業 

当村は道東の冷涼な気候を活かした酪農と畜産が盛んで、牛乳生産量は令和元年度で６５,０

００ｔを超え、令和１２年度の生産量目標は７６，５４５ｔと年々増加する見込みとなっている

鶴居村の基幹産業となっております。農業・農村は、TPP協定による関税撤廃や輸入枠拡大で不

安が高まる中、国際化や海外伝染病への対応、防災・防疫体制の強化が課題となっています。さ

らに、地震や台風、新型コロナなどの不測の事態にも耐えられるよう、酪農・畜産経営の体質強

化が求められています。 

本村の酪農・肉用牛生産は、農業への理解促進、地域住民への理解促進や安全・安心でおいし

い畜産物の提供が求められています。人口減少や少子高齢化を踏まえ、需要拡大や販路の確保も

必要です。今後は、村産の牛乳や肉の加工・販売まで含めた農商工連携や６次産業化を推進し、

地域の生産基盤・衛生・環境対策を強化するとともに、消費者に信頼される畜産物を安定的に生

産・提供し、地域活性化や食料自給率向上に寄与することが重要です。   

 

イ．観光産業 

鶴居村の観光産業については、「釧路湿原」、「丹頂」、「鶴居村温泉」が重要な観光資源となって

おります。 

日本最大の湿原である「釧路湿原国立公園」は、見渡す限りの広大な湿原が織りなす圧倒的なス

ケール感で、日本の他の国立公園では類を見ない独特の景観です。また、丹頂、エゾシカ、キタキ

ツネ、オジロワシなど、多種多様な野鳥や動物が生息しており、バードウォッチングやネイチャー

フォトの聖地となっています。さらに、春から秋にかけては、カヌー、トレッキング、サイクリン

グなど、実際に湿原の中に入り込むことができる体験プログラムが人気です。 

特別天然記念物である「丹頂」の生息地として国内外に広く知られ、「鶴が居る村」の名にふさ

わしい独自の観光資源を持っています。特に、冬期間 11 月〜3 月の給餌場での観察・撮影は、ア

ジアやヨーロッパなど世界各地から多くの観光客や写真家を惹きつける唯一無二の聖地となって

います。 

「鶴居村温泉」については、昭和５５年にモール温泉が湧出し、現在では３つの温泉宿泊施設が

あります。北海道遺産にも選定されている植物性温泉のモール温泉は、一般的な鉱物性温泉に比べ

て世界でも希少な泉質で、資源が限られている貴重な温泉資源です。全国で１割ほどしか無いと言

われている 100％源泉かけ流しで、サウナ・日帰り入浴も提供しており、観光客や温泉・サウナ好

きのコアなリピーターが全国から訪れております。 

また、鶴居村の立地は観光的な観点で多くの可能性を秘めています。周辺の主要な観光拠点であ

る釧路市、阿寒湖温泉、弟子屈摩周エリアのちょうど中心に位置しており、それぞれ車で約１時間

と連携性の高さが、道東観光ルートにおける戦略的な拠点となっています。 

さらに、世界で注目されているアドベンチャートラベル（ＡＴ）では、世界最大のＡＴイベント

が２０２３年に初のアジア開催として北海道で行われ、阿寒・弟子屈摩周のツアーが組まれるな

ど、世界に注目される地域となりました。 

北海道の観光施策においても柱の一つとしてＡＴが位置づけられており、鶴居村でも２０２４

年に環境省が実施する「国立公園アドベンチャートラベル展開事業」を活用し、「鶴居村釧路湿原

観光コンテンツ創出事業」への取り組みを実施。また、今年度は内閣官房・内閣府の地方創生伴走

支援制度に採択され、「観光を産業に」という方針のもと、ＡＴによる積極的な観光推進が図られ

ています。 

しかし、世界に誇る魅力を持つ一方で、観光地として発展していくための課題を抱えています。

観光地としての認知度が低い、タンチョウ以外のシーズンが集客出来ていない、通過型観光地、ブ

ランディングや効果的なプロモーションが不十分など、地域と事業者が連携した観光推進の取り

組みが求められています。 
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ウ．商工業 

鶴居村の商工業者等の内訳（商工会調べ）  

年度／業種 農林 建設 製造 
卸小売 

飲食 
サービス その他 合計 

令和２年度 １８ ９ ７ ３６ ２６ ５ １０１ 

令和６年度 １８ ９ ８ ３８ ２９ ５ １０７ 

年度比較 ０ ０ ＋１ ＋２ ＋３ ０ ＋６ 

商工業は、人口の減少や町内購買力の低下、商品購入手段の多様化に加え、景気低迷や原油、原

材料の高騰など商工業を取り巻く環境は非常に厳しい状況ですが、５年前の商工業者数と比較す

ると、６件増加しており、これらは、地域おこし協力隊からの創業や、町の創業支援金等の活用を

支援したことによる事業承継支援を含めた製造業１件、卸小売業２件、サービス業３件、計６件の

開業につなげた要因が大きいと考えられます。 

 

◆工業・建設業の現状 

昭和３０年代に入り、国や北海道の道路整備計画の推進により釧路・鶴居間の道路網の整備に併

せ、林業関係から転換した建設業者と、新たに進出した建設業者が現在の鶴居村建設業者の基礎と

なっていることから、官公署発注による公共土木建設工事等に依存した経営体質であります。 

近年、鶴居村有地を宅地として整備し分譲地として販売したところ、釧路市のベッドタウンとし

ての位置づけから、順調に推移しております。 

特に、下幌呂地区は一大新興住宅地の様を呈し、分譲前の平成９年度末から令和元年度末で２１

４人も増加しており、令和８年度は新たに中心市街地に６区画造成された分譲地も販売され、新築

需要も見込まれます。 

また、価格高騰等の影響や国の省エネルギー関連の助成によるリフォーム需要も大きくなって

おり、民間工事の獲得や釧路市の関連業者との競合対策が課題となっています。 

釧路湿原、丹頂、鶴居村温泉 

（出典：鶴居村観光協会） 
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◆製造業の現状 

 平成１９年４月鶴居村の第３セクターで、地元の生乳乳製品加工施設「酪楽館」が製造したナチ

ュラルチーズが全国ナチュラルチーズコンテストで最高位農林水産大臣賞を獲得し、その後も連

続表彰を受け、平成２６年にはＪＡＬのファーストクラスの機内食に同チーズが採用されるなど

同施設が製造したチーズは、鶴居村を代表する特産品となっております。 

 また、鶴居村郊外には平成２８年度鶴居村の契約牧場から少量の生乳を仕入して、手作りのチー

ズやホエイをパン生地に練りこんだパンなどを製造している事業者や、チーズ以外にも小規模な

がら鶴居村の自然環境を活かした低農薬野菜やそば等の加工品製造、ジャム工房ややまべ釣り堀・

養殖場、鹿肉解体場などの加工販売施設もあります。 

  さらに、令和４年に廃校を活用したクラフトビール工場「ブラッスリーノット」が誕生し、鶴居

村の新しい特産品として道内外に販路を拡大しております。 

しかし、それらの事業者は小規模経営であることから、生産体制の拡充には限度があるため、生

産体制に合った取引先の獲得が課題となっています。 

 

◆飲食・宿泊・サービス・小売業 

新型コロナウイルスの影響により、観光関連事業者を中心に大幅な売上減少となっていました

が、コロナ前の水準に戻りつつある状況です。 

しかし、コロナによる生活習慣の変化、エネルギー価格等の高騰、最低賃金上昇の影響による集

客力と利益率の低下は深刻な状況であり、先行きが不透明な中で経営を維持していくことも厳し

い状況です。 

厳しい経営環境の中ですが、北海道のＡＴや鶴居村の「観光を産業に」する取り組みは、村全体

を変えるほどの大きな機会となります。持続的発展の観点から、付加価値の向上、新しい商品やサ

ービスの創出、ＳＮＳ等による効果的な販売促進など、組織的な取り組みに合わせた事業計画の策

定が必要となっています。 

また、人手不足や人件費に対するデジタルを活用した業務効率化や生産性向上など、業種特有の

課題に対する支援が必要です。 

 

④小規模事業者の現状と課題 

≪現状≫ 

商工業者の約８割が小規模事業者であり、地域の各業種と同様の課題を抱えています。代表者の

みや夫婦経営などが多く、事業主の高齢化も進んでいることから、後継者不在による廃業が予想さ

れます。生活関連サービスの低下による人口流出の加速、地域コミュニティの維持が危機的な状況

となっています。 

また、鶴居村は管内最大消費地の釧路市に隣接しており、村外の大手資本店舗等への消費流出が

避けられない状況です。さらに、ネット通販や移動販売による需要も重なり、地元で買い物をする

傾向が薄れています。 

 

≪課題≫ 

小規模事業者の高齢化が顕著に進んでおり、第三者事業承継や新規創業の課題が深刻化してい

ます。親族内や従業員承継は厳しいケースが多く、地域コミュニティを維持するためには第三者事

業承継を促進することが不可欠です。 

また、新規創業においても、人口や生活関連サービスが維持されていなければ、地元消費による

安定した所得が見込めず、創業者の確保そのものが難しくなります。事業承継と新規創業を合わせ

て支援を行い、地域コミュニティの維持を図る必要があります。 

さらに、アフターコロナの新たな消費動向や価格高騰の経済環境の中、地域資源を活用したビジ

ネスモデルの構築や新商品・サービスの開発、新たな需要開拓や業務効率化を実現するためにＩＴ

の活用やＤＸ化の推進は不可欠です。 
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ただし、高齢化の中でデジタル化や業務改善を進めるためには、事業者自身の意識改革と支援体

制の強化が必要です。そのため、事業計画策定は一時的な支援にとどまることなく、事業者自らが

「気づき」を得て、計画実行に移すための「腹落ち」をさせ、事業者の内発的な動機付けを引き出

し、自走できるような伴走型支援が今後重要になります。 

 

 
（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 ①１０年程度の期間を見据えて 

  前述の現状と課題にも記載のとおり、人口減少や高齢化による地域経済の縮小、後継者不足、エ

ネルギー等の価格高騰、消費動向の変化、デジタル化への対応など、多くの課題に直面しています。 

このような環境の中で持続的な維持・発展を行うためには、事業者との「対話」と「傾聴」によ

る伴走型支援が不可欠です。それぞれの事業者が抱える経営課題を明確にし、事業者自身の気付き

と行動を通じて自走できるようサポートすることが重要です。 

また、地域資源の活用や付加価値の高い商品やサービスを創出することにより、消費流出の防止

や国内外への販路開拓を行い、生産性向上による持続的な経営基盤の確立を図る必要があります。 

さらに、事業承継や創業の支援を積極的に行うことにより、小規模事業者の廃業を抑制し地域経

済や商工業の維持・発展を図ります。 

鶴居村における小規模事業者への個社支援を通じ、経営発達支援事業の効果的な実施に取り組

み、小規模事業者の経営課題、地域商工業等の課題を解決していきます。 

 

 ②第５次鶴居村総合計画との連動性・整合性 

鶴居村の第５次総合計画（2018年度～2027年度）では、村づくりのテーマ、３つの基本構想（む

らづくりの方向）、６つの基本目標として以下の通り掲げています。 

 

◆鶴居村第５次総合計画 

村づくりのテーマ 

「未来を奏でる鶴居スタイルの確立 ～協働による新たな時代への挑戦～」 

基本構想 

・美しい自然を活かしたむらづくり 

・村民にやさしいむらづくり 

・「鶴居びと」を醸成するむらづくり 

基本目標 

１ 地域特性を活かした活力あるむらづくり【産業・雇用・観光】 

 ２ ともに支え合い生き生きと暮らせるむらづくり【保健・医療・福祉】 

 ３ 安心・安全で快適に暮らせるむらづくり【生活環境】 

  ４ 豊かな自然と共生する美しいむらづくり【環境保全】 

  ５ 豊かな人間性を育むむらづくり【教育・文化】 

  ６ みんなで歩む協働のむらづくり【地域づくり・行財政】 

 

上記に掲げた基本目標に対して、商工業及び観光の主要施策は以下のとおりとなっています。 

◆商工業の主要施策 

（１）商工業企業の育成 

（２）身近な買い物の場づくり 

（３）特産品の開発と販路拡大 

（４）関係団体の取組の支援 

（５）消費者対策 
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◆観光の主要施策 

（１）観光資源の保全、発掘 

（２）観光関連施設の維持管理と充実 

（３）観光情報の提供及びＰＲ活動 

（４）関係団体の取組の支援 

（５）滞在型観光の推進 

（６）イベントや企画の充実 

 

上記のとおり、鶴居村が目指す将来像に向けた主要施策と商工会による小規模事業者に対する

１０年後を見据えた振興のあり方の方向性は連動性・整合性が高いことから、経営発達支援計画を

村と連携して実施することで、地域産業の形成・活性化や小規模事業者と地域の持続的発展に寄与

していきます。 

 

③鶴居村商工会の役割 

鶴居村商工会は、これまで地域唯一の経済団体として、地域の活性化や経営改善普及事業を中心

とした経営支援事業に取り組んでまいりました。 

鶴居村の総合計画を踏まえた振興のあり方として、「商工業企業の育成」による活力ある地域経

済づくりが重要であると考えます。地域の小規模事業者が抱える多様化・複雑化する経営課題に対

して、鶴居村や各支援機関と連携し積極的に問題解決できる支援体制を確立しています。 

また、「対話」と「傾聴」を基本として、地域コミュニティを支える小規模事業者の力を引き出

し、事業計画に基盤とした経営支援を行います。事業者の自立的な経営力の向上を支援し経営基盤

の強化を図ることで、地域全体での持続的発展に繋ることを商工会の役割とします。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

上記「（１）地域の現状及び課題」、「（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方」を踏

まえ、経営発達支援事業の認定期間（５年間）目標を以下のとおりとします。 

 

①事業承継・創業支援による商工業機能の維持 

鶴居村や関係機関等との連携による持続的経営に向けた創業支援を行います。さらに、事業者と

の「対話」と「傾聴」を通じて事業承継支援を進め、地域コミュニティの維持を目指します。 

・ＫＧＩ：ア．事業承継 承継完了５件、承継後２年で売上５％増・雇用維持率１００％ 

 イ．創業   創業５件、５年生存率１００％ 

・ＫＰＩ：ア．事業承継 承継診断実施２０社、事業承継計画策定５社、マッチング成立５件、 

金融同意取得５件、後継者研修修了５人 

     イ．創業   事業計画（ＬＥＡＮ ＣＡＮＶＡＳ／ＢＰ）策定５件、創業融資・補助金

採択３件 

・設定した理由： 

ア．事業承継 完了件数と事後業績は実効性の最終指標です。承継診断から育成までのＫＰＩ

は、承継プロセスの進捗状況を可視化し、事業環境変化などの影響による進捗状況

のズレを早急に把握し、原因分析やフォローアップによる軌道修正を図るためで

す。 

イ．創業   ＫＧＩは創業の量と質（継続・売上）を示す成果指標です。ＫＰＩは計画から経

営基盤の確立までの創業プロセスを定量化し、創業期の不安定な経営状態に対する

事前対応と早期改善支援を可能にするためです。 
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②経営力強化支援による収益力向上 

事業者との「対話」と「傾聴」を通じて、経営課題の解決に向けた事業計画の策定支援を行い、収

益力向上や経営基盤の安定化を図ります。また、伴走型支援を通じて事業者の経営の自走化を支援

します。 

・ＫＧＩ：利益率３％以上増加の事業者数２５社 

・ＫＰＩ：事業計画策定事業者数２５者 

・設定した理由： 

利益率のＫＧＩは収益力向上による経営基盤の安定化を測るためです。ＫＰＩは各種調査・経

営分析から事業計画策定後のフォローアップを行い、ＰＤＣＡによる持続的な経営基盤の確立

への進捗管理を可能にするためです。 

 

③地域資源を活用した新商品開発や販路開拓による売上増加 

地域資源を活用した新商品開発や販路開拓を目指す小規模事業者に対し、商談会等への出展支

援や、ＥＣサイトの活用支援、さらにはＳＮＳ等を活用した販売促進支援により、売上向上と利益

確保につなげます。 

・ＫＧＩ：商談会等出展支援者売上増加率１０％ 

・ＫＰＩ：ＥＣ出店５社、商談会等出展５回 

・設定した理由： 

売上のＫＧＩは既存商圏外からの売上獲得を図るためです。ＫＰＩは地域外への販売先の獲得

や商品・サービスのブラッシュアップを図り、持続的な経営基盤の確立への進捗管理を可能に

するためです。 

 

④地域への裨益目標 

上記目標を達成することで、商工業者の経営基盤が強化され、地域コミュニティの継続と活性化

が促進され、地域住民の利便性の向上に寄与します。 

また、地域ブランド確立による外貨獲得と交流人口の増加により、鶴居村の持続的な発展へと繋

げることを目指します。 

・ＫＧＩ：鶴居村観光客入込総数２５０万人 

・ＫＰＩ：地域関係機関との連携１０回 

・設定した理由： 

観光客入込客数のＫＧＩは観光産業等の発展による交流人口の獲得を図るためです。ＫＰＩは

鶴居村や関係機関全体で連携を図り、組織的な計画性のある取り組みを可能にするためです。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和８年４月１日～ 令和１３年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

【小規模事業者の目標達成に向けた方針】 

 

①事業承継・創業支援による商工業機能の維持 

小規模事業者の維持は、地域の生活やコミュニティを守るうえで重要です。当会では、事業者確

保のために鶴居村と連携し、創業希望者や事業承継者が活用できる鶴居村の助成金「つるい未来へ

つなぐ商工観光経済活性化支援事業補助金」（最大 850万円助成）や産業競争力強化法に基づく「特

定創業支援等事業」など、各種支援制度を積極的に支援します。 

また、実現性の高い事業計画の策定支援を行うとともに、安定した経営が続くよう年１２回/者

の定期的なフォローアップ支援を行います。 

さらに、６０歳以上の事業者との「対話」と「傾聴」を通じて事業承継診断シート等を活用し、

最適な承継手法を検討したうえで、年１件の事業承継計画の策定を支援します。事業承継には税制

対応、届出、譲渡のタイミングなどさまざまな課題があるため、専門家や「北海道事業承継・引継

ぎ支援センター」と連携し、円滑に承継できる体制を整えて年４回/者の定期的なフォローアップ

支援を行います。 

 

②経営力強化支援による収益力向上 

小規模事業者を取り巻く環境は急激に変化しており、経営は非常に厳しい状況にあります。売上

や利益を維持・向上させ、事業を継続していくためには、その場しのぎの対応だけでなく、現在の

経営のしくみや事業内容に潜む課題を見つけ、抜本的な見直しを行うことが重要です。 

このため、事業者との「対話」と「傾聴」を重ねながら、課題の整理や気づきを促し、事業者自

身が経営課題を理解・納得した上で経営改善に取り組めるよう支援していきます。最終的には、自

ら考え行動できる経営体質づくりを目指すために、年４回/者の定期的なフォローアップ支援を行

い、経営基盤の安定化を図ります。 

 

③地域資源を活用した新商品開発や販路開拓による売上増加 

地域資源を活用した商品づくりや販売支援を行うことで、鶴居村の知名度向上と地域外からの

集客・需要拡大を図ります。事業者との「対話」と「傾聴」を通じて、実現性の高い事業計画の策

定を支援するとともに、専門家や関係機関と連携し、市場調査や需要動向の分析を行い、消費者ニ

ーズに合った「売れる商品づくり」を支援します。 

また、人手不足への対応としてＤＸを推進し、ＩＴの基礎知識の習得や業務のデジタル化を支援

し、生産性の向上を図ります。さらに、ＥＣサイトの活用やＳＮＳを活用した販売促進を支援（年

２者）し、新たな販路を開拓することで、売上の拡大（年１０万円/者）につなげていきます。 

 

④地域への裨益目標の達成に向けた方針 

地域の小規模事業者を支援することで、地域経済の基盤強化と活性化を図ります。経営発達支援

事業を通じて、経営改善や事業計画の策定支援を行うとともに、事業承継や創業支援に取り組み、

地域内での事業継続や新規創業を後押しします。これにより、鶴居村の商工業機能を維持・発展さ

せ、地域コミュニティの活性化と住民生活の向上につなげていきます。 

さらに、鶴居村の特色ある地域資源を活かした商品やサービスの販路開拓を支援し、地域ブラン

ドの確立と知名度向上を目指します。地域外への販売ルートを開拓することで、鶴居村や関係機関

全体で連携を図り、魅力を広く発信するとともに、観光客や交流人口の増加を促します。 

これらの取り組みを通じて、地域内外から人とお金が循環する仕組を作り、地域経済の持続的な

発展を実現するとともに、商工業者と住民が共に成長できる活力ある地域作りを進めていきます。 
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３．地域の経済動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

  第２期では、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）の活用や全国商工会連合会の「中小企業景況

調査」の四半期ごとに公表している調査結果表を巡回・窓口相談時に情報提供していました。しか

しながら、説明が不足していたため、ただの数字情報として取扱われてしまうという課題が残りま

した。また、定期的な情報提供を行っていないこともあり、データの持つ可能性を十分に引き出せ

ませんでした。 

第３期では、各種機関から得られた情報を分析し、地域経済の現状を具体的に把握したデータを

作成したうえで事業者に定期的に情報提供し、巡回・窓口相談時に分かりやすく説明します。これ

により、地域の事業構造への理解を深めていただくとともに、事業者自身の経営戦略に直結する

「身近なデータ」としてより実効性の高い事業計画策定支援へと繋げていきます。 

 

（２）目標 

  

（３）事業内容 

①地域内景況調査 

全国商工会連合会の「小規模企業動向調査結果」や日本政策金融公庫釧路支店の「小企業動向調

査結果」の各項目を整理・分析し、小規模事業者が事業計画を策定するための資料として、年２回

情報提供します。 

【調査手法】 各支援機関等から提供される調査方法を活用します。経営指導員等が各調査資料か 

ら、近隣地域に特化した景況感を比較分析及び各調査項目の推移等を整理して情報 

提供します。 

【調査項目】 業況ＤＩ、売上ＤＩ、資金繰りＤＩ、採算ＤＩ他、必要に応じて増加 

【調査結果の分析方法】 経営指導員が上記調査項目の抽出と分析を行います。必要に応じて専門 

家と連携して分析を行います。 

 

 ②ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）の活用 

マクロ的経済動向調査として、国が提供するビッグデータを活用。村内の状況（経営環境の変化

等）を情報提供することで、小規模事業者が今後の事業展開を検討する際の基礎資料とします。 

【調査手法】 経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」を活用し、地域の経済動向分析を行います。 

【分析手法等】 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 公表方法 現状 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度 

①地域内景況 

調査公表回数 
ＨＰ掲載 － ２回 ２回 ２回 ２回 ２回 

②ＲＥＳＡＳ 

活用調査 

公表回数 

ＨＰ掲載 － １回 １回 １回 １回 １回 

分析手法 調査項目 

人口マップ 人口構成、人口増減、人口社会増減等 

地域経済循環マップ 鶴居村の生産・分配・支出におけるお金の流れ 

産業構造マップ 鶴居村の産業の現状等を分析 

観光マップ 目的地・周遊状況の分析 

まちづくりマップ 滞在人口率等による人の動きを分析 
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（４）調査結果の活用 

  各種調査結果は小規模事業者に広く情報提供し活用してもらえるよう、当会ホームページで公

表します。 

  また、小規模事業者に対し、経営指導員等が事業計画策定支援の際に基礎資料として活用すると

ともに、巡回・窓口相談時の経営支援における参考資料としても活用します。 

 

 

４. 需要動向調査に関すること 

（１）現状と課題 

  第２期では、共同広告やイベント等を通じたアンケート調査を実施しましたが、事業者に対し需

要動向の必要性やアンケート調査結果について、説明や提案が不足していたため、消費者ニーズを

把握できず、商品やサービスのブラッシュアップに繋りにくい状況でした。 

第３期では、消費者ニーズを適確に把握し、商品やサービスのブラッシュアップなど、経営の改

善及び需要を見据えた事業計画策定に活用する基礎資料として需要動向調査・分析を行います。 

 

（２）目標 

支援内容 現状 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度 

①商談会・物産展等

における需要動向

調査対象事業者数 

１者 ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

 

（３）事業内容 

①商談会・物産展等における需要動向調査 

地域外への販路拡大のため、商談会等の出展前に事業者が必要としている情報と消費者ニーズ

を明確化し、アンケート調査による需要動向を調査・分析を行います。  

 

【想定される商談会】  

１）北の味覚、再発見！！（ＢｔｏＢ）  

主  催：北海道商工会連合会  

開催時期：１０月頃  

概  要：道内の小規模事業者を対象に、地域特産品を活用した販路開拓事業の一環として 

開催される事業で、バイヤーや流通事業者との商談により、販路開拓・販路拡大を 

図る。  

来 場 者：流通・観光関係企業のバイヤー、関係機関  

対 象 者：小規模事業者  

出展企業数：５０社  

来場バイヤー数：２００名  

 

２）北海道産品取引商談会（ＢｔｏＢ）  

主  催：北海道・(株)北洋銀行・（一社）北海道貿易物産振興会  

開催時期：２月頃  

概  要：関東・関西地域での販路開拓支援事業の一環として、地域特産品等を取り扱う事業 

者に対し流通業者との商談会を実施し、特産品の販路開拓・拡大を図る。  

来 場 者：流通・観光関係企業のバイヤー、関係機関  

対 象 者：道内に本社のある地域特産品を取り扱う企業  

出展企業数:１５０社  

来場バイヤー数：４００名  
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【サンプル数】来場したバイヤーなど３０件 

【調査手法】 職員が同行し、来場者に対してアンケートを実施  

【調査項目】 規格・パッケージデザイン・素材・数量・価格帯・量・トレンド、味、商圏等、 

改善点、評価、要望など 

【分析手法】 調査項目毎に集計・分析。専門的な分析が必要であれば専門家と連携。 

 

（４）調査結果の活用 

経営指導員等が専門家等と連携し、事業者に分析結果のフィードバックと活用方法について説

明を行います。そのうえで、商品やサービスのブラッシュアップの提案を行い、販路開拓や拡大に

つながるよう支援します。また、本調査結果は小規模事業者の事業計画に反映します。 

 

５．経営状況の分析に関すること 

（１）現状と課題 

  第２期では、税務・金融支援における簡易的な経営分析や、各種補助金申請支援時に決算書等か

ら財務状況の把握を実施したものの、非財務分析を含めた総合的な経営分析には至っていないの

が現状です。 

第３期では、財務分析と非財務分析の両方による課題抽出を行い、「対話」と「傾聴」を通じて

「自己変革力」を高め、小規模事業者の持続的発展を見据えた事業計画策定に繋がるよう支援しま

す。 

 

（２）目標 

 

（３）事業内容 

 ①小規模事業者の経営分析掘り起こし 

  巡回・窓口相談時に「対話」と「傾聴」を通じて、小規模事業者が抱える本質的な経営課題への

気付きを引き出します。抽出した課題に対する意欲ある支援対象者を掘り起こし、経営分析支援と

事業計画策定支援へと繋げます。 

 

②経営分析による経営課題の可視化 

【対 象 者】 ①により掘り起こした経営分析や事業計画策定に意欲のある小規模事業者 

【分析項目】 財務分析・・・過去３期分の財務諸表から収益性、安全性、成長性、生産性 

        非財務分析・・・内部環境（商品・サービス、価格、品質、技術開発力、人材、ノ

ウハウなど）、外部環境（業界動向、競合・競争相手、法改正、顧客・

購買動向など）により分析行います。 

【分析手法】 経済産業省の「ローカルベンチマーク」を活用し経営指導員等が分析します。 

       また、必要に応じて専門家と連携して分析を行います。 

 

（４）分析結果の活用 

  経営指導員は経営状況の分析結果を事業者へフィードバックし、販路開拓や売上向上等に向け

た経営課題を明確にし、事業計画に落とし込みます。 

また、クラウド型経営支援ツール「ShokoBiz」にデータベース化し、職員に情報共有する支援体

制を図り、事業者の経営力向上に向けた事業計画の策定を支援します。 

※「ShokoBiz」：経営発達支援計画の支援対象である事業者及び支援の情報をデータ化し、分析・ 

評価するための支援ツール。 

  支援内容 現状 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 Ｒ12年度 

経営分析事業者数 ４者 ６者 ６者 ６者 ６者 ６者 
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６．事業計画策定支援に関すること 

（１）現状と課題 

  第２期では、補助金申請や金融支援などの事業計画策定が必要な際は意欲的に取り組む事業者

が多い傾向にあるが、一方で、事業計画策定の必要がない場合においては、事業計画策定に取り組

む事業者や自発的な姿勢が停滞していました。 

第３期では、事業者が本質的な経営課題を認識し、「対話」と「傾聴」による内発的動機付けを

引き出して経営目標を設定し、自発的に事業計画を策定できるよう支援します。 

また、業務の効率化や高度化を目指したデジタル化の推進を行い、小規模事業者の競争力向上を

支援します。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業者との「対話」と「傾聴」を基本とし、経営分析による経営課題を掘り下げ、事業者に「気

付き」「腹落ち」をさせることで、内発的動機付けに基づく自走化に向けた事業計画策定を支援し

ます。 

事業計画策定では、経済動向や需要動向調査の結果を踏まえ、販路開拓や収益性の向上など持続

的発展に資する計画策定支援を行います。また、ＤＸの推進による経営資源の有効活用や業務の効

率化を目的として、ＤＸに関する理解と意識の醸成、効果的な取り組みに向けたセミナーを開催し

ます。 

事業承継支援については、北海道事業承継・引継ぎ支援センターや日本政策金融公庫等の関係機

関、専門家と連携し、事業者の状況に合わせて円滑な事業承継に繋がるよう支援します。 

創業支援については、早期に経営基盤の確立が出来るように鶴居村や専門家と連携し、実現可能

で具体的な事業計画の策定を支援します。 

 

（３）目標 

支援内容 現状 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 

①事業計画策定事業者数 ３者 ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

②事業承継計画策定事業者数 １者 １者 １者 １者 １者 １者 

③創業計画策定事業者数 － １者 １者 １者 １者 １者 

④ＤＸ推進セミナー １回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

（４）事業内容 

①巡回訪問・窓口相談等における事業計画策定支援 

経営分析を行い、経営の成長・持続的発展、地域資源の活用など新たなサービスや商品開発等を

実行しようとする小規模事業者に対し、事業計画策定の重要性を説明し、分析結果から見た解決す

べき課題の把握と強みを事業者自ら把握し、実効性のある事業計画策定を支援します。 

 

【支援対象】 ・経営課題の解決に対応した事業計画策定を目指す小規模事業者 

・地域資源を活用した新たな需要開拓を目指す小規模事業者 

【支援手法】 経営指導員等の巡回・窓口相談を通じて経営課題に向けた支援を行い、各種調査、

経営分析を踏まえた事業計画策定を支援します。必要に応じて中小企業診断士等の

専門家と連携し、実行可能な事業計画の策定支援を行います。 
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②事業承継計画策定支援 

経営指導員等が巡回・窓口相談を通じて承継支援が必要な事業者を掘り起こし、事業承継に向け

た課題やスケジュール等を明確化し、事業承継計画策定による円滑な承継支援を行います。 

また、専門家や北海道事業承継・引継ぎ支援センター等の関係機関と連携することで、実効性の

高い事業計画策定支援に繋げます。 

【支援対象】 事業承継支援対象の小規模事業者 

【支援手法】 事業者との「対話」と「傾聴」を重視しながら事業承継診断シート等を活用しなが

ら、最適な承継手法を検討し、北海道事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、

実現性の高い事業承継計画策定を支援します。 

 

③創業計画策定支援 

創業を希望する事業者の事業環境を定性的・定量的に分析し、経営基盤の早期確立に向けた計画

策定を支援します。 

 

 【支援対象】 創業希望者、創業から間もない小規模事業者 

【支援手法】 鶴居村と連携を行い、移住者や創業希望者を把握し、支援対象者の掘り起こしを行

います。事業内容や金融支援に加え、各種申請・届出、助成制度や専門家の活用な

どを行い、創業計画の策定を支援します。 

 

④ＤＸ推進セミナーの開催 

ＤＸやデジタル化による生産性向上等に関する動機付けや基礎知識の習得を目的としたセミナ

ーを開催することで、小規模事業者の競争力維持・強化を図ります。 

また、意欲の高い小規模事業者に対しては、必要に応じてＩＴコーディネーターや中小企業診断

士と連携して支援を行います。 

 

【支援対象者】 ＤＸやデジタル化により販路開拓・売上増加等を目指す小規模事業者 

【募 集 方 法】 案内文書の送付、経営指導員等の巡回・窓口支援時での周知 

【講   師】 中小企業診断士、ＩＴコーディネーターなど 

【開 催 回 数】 １回／年 

【参 加 者 数】 ５社／１回 

【支 援 手 法】  ＤＸやデジタル化の導入、活用に向けた基礎知識やツールなどをセミナー形式

で支援を行い、「対話」と「傾聴」を意識したヒアリングを行い、内発的動機付

けによる事業計画策定に繋げます。 

【カリキュラム】事業計画概論、経営分析の必要性、現状分析と自社の強みの把握、ＤＸの基礎知

識、ＳＮＳ等を活用した販路開拓事例など 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）現状と課題 

  第２期では、事業環境変化による影響へのフォローアップに対応しきれず、計画の軌道修正が

遅れるケースも発生しました。また、フォローアップが計画どおりに実施することができず、不

定期な支援が多くなっていました。 

 第３期では、事業環境変化や事業者の状況を職員間で確認・共有し、事業計画の進捗を管理し

て計画達成に向けたフォローアップ支援を行います。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画を策定した全ての事業者に対して、定期的なフォローアップを実施し、進捗状況の確

認を行います。「対話」と「傾聴」を通じて事業者の内発的動機付けを促し、事業者自身で課題
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を認識することで、事業環境変化に対応した柔軟で自立的な経営ができるよう支援します。 

また、フォローアップを計画的に実施するため、職員間で進捗状況を共有し、関係機関などと

連携を図りながら支援体制を確立します。 

なお、事業計画の進捗状況やズレに合わせて、専門家と連携して原因分析を行うなどの軌道修

正を図ります。 

 

（３）目標 

 

（４）事業内容 

 ①事業計画策定事業者に対する支援 

経営指導員等が巡回訪問を行い、事業計画の進捗状況や実施内容を確認し、四半期ごとの定期

的・継続的なフォローアップを行います。 

また、必要に応じて専門家や関係機関との連携による支援を行います。 

 

②事業承継計画策定事業者に対する支援 

北海道事業承継・引継ぎ支援センター等の関係機関と連携し、経営指導員等による四半期ごとの

巡回訪問を行い支援します。計画策定実行中も様々な問題が生じる事を想定し、状況に応じて月１

回のフォローアップ頻度にするなど臨機応変に対応します。 

 

③創業計画策定事業者に対する支援 

創業当初の資金面や経営基盤は不安定なため、経営指導員等による巡回訪問を１カ月に１回実

施し、日本政策金融公庫の関係機関や専門家と連携し、円滑な創業を支援します。 

 

【事業計画と進捗状況にズレが生じている場合の対処法】 

事業環境変化などの影響による進捗状況のズレを早急に把握し、専門家や関係機関と連携して原

因分析を行い、フォローアップ頻度を増やして軌道修正を図ります。 

 

 

 

 

 

支援内容 現状 
Ｒ8 

年度 

Ｒ9 

年度 

Ｒ10 

年度 

Ｒ11 

年度 

Ｒ12 

年度 

①事業計画策定後の 

フォローアップ事業者数 
３者 ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

頻度（延回数） ８回 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回 

利益率３％以上 

増加の事業者数 
－ ５者 ５者 ５者 ５者 ５者 

②事業承継計画策定後の 

フォローアップ事業者数 
１者 １者 １者 １者 １者 １者 

頻度（延回数） １回 ４回 ４回 ４回 ４回 ４回 

③創業計画策定後の 

フォローアップ事業者数 
－ １者 １者 １者 １者 １者 

頻度（延回数） － １２回 １２回 １２回 １２回 １２回 
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８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）現状と課題 

  第２期では、コロナ禍で出展が出来ない状況もあったが、コロナ明けに出展した事業者は複数件

の成約や売上・利益の増加など一定の成果を得られましたが、デジタルツールの効果的な活用によ

る販売促進などに課題を残しました。また、デジタル化やＤＸに向けた取組については、高齢化や

知識・人材の不足等の理由により進んでおらず、商圏が地区内に限られている状況です。 

第３期では、商談会等の成果をより伸ばすために、ターゲットに合わせたデジタルツールによる

販路開拓支援を実施します。また、今後はＳＮＳやＩＴを活用した情報発信、ＥＣサイトの構築を

通じた商圏拡大など、専門家と連携した販路開拓支援が必要です。さらに、雑誌やＷＥＢ媒体など

のメディアの活用も支援していきます。 

  

（２）支援に対する考え方 

 【商談会等への出展について】 

  都市部や首都圏に新たな販路開拓を目指す事業者に対して、ターゲットや商談会等の選定、専門

家との連携による事前・事後の出展支援など、商圏の拡大による持続的な経営に繋がるよう支援し

ます。 

 

【ＩＴを活用した販路開拓について】 

 ＨＰ・ＳＮＳ等を活用した情報発信やＥＣサイト構築による商圏の拡大など、ＩＴコーディネー

ター等の専門家と連携して高齢者等の事業者にも活用できるよう支援を行います。 

 特に、地域資源を活用した商品・サービスや観光関連事業者の意欲ある事業者を中心に支援を行

い、地域外への効果的な販路開拓を支援します。 

 

【メディアを活用した販路開拓について】 

雑誌、新聞、マスコミ、ＷＥＢメディアの活用を行い、国内外の消費者や関連業者をターゲット

に情報を届けることで、新規顧客開拓や事業者の経営基盤の確立を支援します。 

 

（３）目標 

 

（４）事業内容 

 ①展示会・商談会出展支援（ＢtoＢ） 

  地域資源を活用した商品・サービスを取り扱う小規模事業者が、都市部・首都圏へ販路拡大を図

るための出展を支援し、新たな販路開拓に繋げます。 

  支援内容 現状 Ｒ8 年度 Ｒ9 年度 
Ｒ10 年

度 
Ｒ11 年度 Ｒ12 年度 

①展示会・商談会 

出展事業者数 
１者 １者 １者 １者 １者 １者 

成約目標件数 １件 １件 １件 １件 １件 １件 

②ＩＴを活用した 

販路開拓事業者数 
― ２者 ２者 ２者 ２者 ２者 

売上目標/者 ― １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 

③メディアを活用した 

販路開拓事業者数 
― １者 １者 １者 １者 １者 

売上目標/者 ― １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 １０万円 
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出展事業者には、需要動向調査などからターゲットに向けた販売戦略を立て、デジタル販促ツー

ルやブースづくり、ＰＲ方法、商談の側面支援等を行います。 

出展後には、出展時に実施した需要動向調査のデータを分析し、商品のブラッシュアップや販促

戦略の改善を行うなどフォローアップ支援を実施します。 

 

【支援対象者】 地域資源を活用した商品等で販路拡大を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

【支 援 内 容】 出展前：ブースレイアウト・販売促進方法支援 

出展時：アンケート調査・陳列・販売サポート 

出展後：バイヤーへのアプローチ支援アンケート結果の分析結果に基づく商品の 

改良・新たな商品開発への支援など 

【想定される物産展等】 

１）名  称：「北の味覚、再発見！！」（ＢｔｏＢ） 

主  催：北海道商工会連合会 

開催時期：１０月頃 

開催場所：北海道札幌市 ホテルガーデンパレス 

概  要：地域特産品を販路開拓支援事業の一環として、流通業者との商談会に参加し、特産品 

の販路開拓・拡大を図る商談会 

来 場 者：流通・観光関係企業のバイヤー、関係機関  

対 象 者：小規模事業者  

規  模：出展者５０事業者 

出展企業数：５０社  

来場バイヤー数：２００名 

 

２）名  称：北海道産品取引商談会（ＢｔｏＢ）  

主  催：北海道・(株)北洋銀行・（一社）北海道貿易物産振興会  

開催時期：２月頃  

概  要：関東・関西地域での販路開拓支援事業の一環として、流通業者との商談会に参加し、 

特産品の販路開拓・拡大を図る。  

来 場 者：流通・観光関係企業のバイヤー、関係機関  

対 象 者：小規模事業者 

出展企業数:１５０社  

来場バイヤー数：４００名  
 

②ＩＴを活用した販路開拓支援（新規） 

 ＩＴを活用した販売促進によって、ターゲットに合わせた効果的な情報発信による新たな需要

開拓を促進し、ＳＮＳやＥＣサイトなどの販路拡大ツールを活用した地域外への販路開拓を支援

します。効果的なＩＴ活用方法については、「対話」と「傾聴」を通じて、事業者それぞれの知識

や進捗に合わせて、必要に応じて専門家と連携しながら伴走型の支援を行います。 

 

【支援対象者】 ＤＸへの取組による新たな需要開拓を目指す事業計画を策定した小規模事業者 

【支 援 内 容】 

・商圏を全道全国に拡大して新規顧客開拓を行うため、ＳＮＳ等を活用した効果的な情報発信手

法や販売促進施策 

・全国商工会連合会推奨ホームページ作成ツール「Ｇｏｏｐｅ（グーペ）」の開設支援、ＨＰを活

用した商品ＰＲやサービスの提供方法 

・ＥＣサイトの開設支援やＨＰと連携したＥＣ活用による販売促進 

・ＩＴを活用した生産性向上に向けた業務効率化支援 

・ＩＴコーディネーター等の専門家と連携した高度で専門的な支援 
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【活用を想定しているＩＴツール】 

①ＳＮＳ（Ｉｎｓｔａｇｒａｍ・Ｆａｃｅｂｏｏｋ・ＬＩＮＥ・Ｘ） 

②ホームページ作成ツール「Ｇｏｏｐｅ（グーペ）」 

③ＥＣサイト「産直お取り寄せニッポンセレクト」※ 等 

※産直お取り寄せニッポンセレクトは（株）ふるさとサービスが運営する、地域事業者の販路

拡大を支援するオンラインショップ 

 

 ③メディアを活用した販路開拓支援（新規） 

地域資源や小規模事業者の強み・魅力を効果的にターゲット顧客に伝え、認知度向上と新規顧客

獲得を実現することで、持続的な経営に繋げるよう支援します。 

また、ＩＴを活用した支援と組み合わせる事で情報発信力や集客効果の相乗効果を目指します。 

 

【支援対象者】 事業計画を策定して地域資源を活用した販路拡大に意欲的な事業者 

【支 援 内 容】 

  ・魅力の掘り起こし、コンセプトやストーリーの明確化、販促コンテンツの作成 

  ・メディアへのアプローチ、プレスリリース、企画提案、取材依頼 

  ・クチコミやＳＮＳ等を活用した顧客との関係強化 

 

【想定するメディア】 

・新聞、雑誌、地域情報誌（地元新聞社やフリーペーパー、「北海道じゃらん」等の旅行雑誌） 

・ラジオ、テレビ局（地元ラジオ局、旅・グルメ番組等のテレビ局、地元ＮＨＫ取材） 

・ＷＥＢ媒体（グルメや旅行などを紹介するＷＥＢサイト、ＳＮＳメディア、インフルエンサー） 

 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取り組み  

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

（１）現状と課題 

  第２期では、評価委員会を開催し、経営発達支援事業の実施状況及び成果について事業の評価・

検証を行いました。 

第３期では、事業評価を見直すとともに改善策を反映するための評価委員会を行います。 

 

（２）事業内容 

クラウド型支援ツール「Ｓｈｏｋｏ Ｂｉｚ」(※)を活用し、事業の実施状況や成果について定

量的に管理・把握するとともに、事業の成果・評価・見直しを行い、ＰＤＣＡの実施による効果的

な経営支援へと繋げます。 

上記に加えて、年１回の事業評価は以下のとおり実施します。 

 

①商工会法定経営指導員及び鶴居村担当課長の他、外部有識者として中小企業診断士等の専門

家（１名）で構成する評価委員会を年１回開催し、経営発達支援事業の進捗状況等について評

価を行います。 

②評価委員会の評価結果は、理事会等へ報告や事業実施方針等に反映させ、当商工会ＨＰへ掲載

し、地域の小規模事業者が常に閲覧可能な状態とします。 

 

※「Ｓｈｏｋｏ Ｂｉｚ」 経営発達支援計画の支援対象である事業者及び支援の情報をデータ 

化し、分析・評価するためのクラウド型経営支援ツール 
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１０．経営指導員等の資質向上等に関すること    

（１）現状と課題 

  第２期では、中小企業大学校が開催する支援担当者研修等や北海道商工会連合会が開催する職

種別研修会を受講することで支援能力の向上を図ってきましたが、情報収集や知識を得ることに

留まっており、職員同士での知識やノウハウの情報共有が不足していました。 

第３期では、職員内でＤＸ化による業務効率化を図り、支援ノウハウの共有による職員全体の資

質向上や各種研修会への参加により支援能力の向上に努めます。 

 

（２）事業内容 

①外部講習会の積極的活用 

中小企業基盤整備機構等が実施する情報発信手法や経営支援等の研修による職員個々の資質向

上に努めます。研修受講後は職員間の定期ミーティングで支援ノウハウの共有に繋げます。 

また、ＤＸ推進支援に向けた職員全体のＩＴスキルを向上させるため、外部のＤＸ関連の研修に

参加します。 

【想定されるＤＸ推進に向けたセミナー】 

・業務効率化等の取り組みに向けたセミナー 

クラウド化、電子マネー商取引等のＩＴツール、情報セキュリティ対策等 

・需要開拓等の取り組みに向けたセミナー 

ＨＰ等を活用した情報発信、ＥＣサイト構築・運用、ＳＮＳを活用した情報発信等 

 

②経営力再構築伴走支援に必要なスキルの習得 

「対話」と「傾聴」を目的とした「課題設定型」の伴走型支援を行うために、経営指導員等が中

小企業基盤整備機構等で行う経営力再構築伴走型支援研修等を積極的に受講し、必要とされるス

キルの習得を行います。 

 

【経営力再構築伴走型支援研修の内容】 「対話の基本姿勢と態度」「創造的対話技法」「対話ツール 

活用法」など 

 

③OJT 制度の導入 

職場内において経営指導員と補助員がチームで小規模事業を支援することを通して、指導・助言

内容、情報収集方法を学ぶなど、OJT を積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図

ります。 

 

 ④職員間の定期ミーティングの開催 

定期的な職員間ミーティング(月１回)を開催し、意見交換や研修内容の共有等を行うことで、職

員の支援能力の向上を図ります。 

 

 ⑤支援情報のデータベース化 

クラウド型支援ツール「ＳｈｏｋｏＢｉｚ」にデータの入力・蓄積を行い、小規模事業者の状況

等を職員間で共有することで、職員同士の支援力向上や担当者不在時の支援体制を構築します。 

 

 

１１．他の支援機関との役割分担と連携強化による効果的な小規模事業者支援に関すること 

（１）現状と課題 

  第２期では、日本政策金融公庫の経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会（年２回開催）での金融

状況の情報、釧路管内商工会経営指導員会議（経改委員会）での支援事例の情報のほか、各種専門

家や関係機関と連携・情報交換等を行い、支援ノウハウの向上に繋がり評価委員会でも一定の評価
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を得ました。 

第３期では、経営環境の激しい変化による経営課題も複雑化しており、それらにも対応するた

め、引き続き支援ノウハウの取得に努めます。 

 

（２）事業内容 

 ①釧路管内商工会経営指導員との連携による情報交換 

  釧路西部商工会広域連携協議会（鶴居村・白糠町・阿寒町・音別町の４商工会）にて経営支援会

議（年３回）を開催しており、同会議で他３商工会が実施する支援手法（経営分析・事業計画策定・

フォローアップ等）、支援事例、課題等を情報交換して支援ノウハウの向上を図ります。 

  併せて、釧路管内商工会経営指導員会議（経改委員会）を年２回程度開催しており、その会議で

も上記同様、支援手法に関する情報交換をして支援ノウハウの向上を図ります。 

  

 ②支援機関との連携による情報交換 

  北海道よろず支援拠点、北海道中小企業総合支援センター、北海道事業承継・引継ぎ支援センタ

ー、中小企業基盤整備機構北海道支部及び北海道商工会連合会との専門家派遣による企業支援の

際に経営指導員等も随行し、経営分析手法や課題解決に向けた提案手法等の支援技術について情

報交換し、販路開拓や売上向上に関する支援ノウハウの向上を図ります。 

 

 ③日本政策金融公庫釧路支店との連携による情報交換 

  日本政策金融公庫釧路支店の経営改善資金貸付推薦団体連絡協議会（年２回開催）にて管内エリ

アにおける商工会地域の経済状況、金融支援の状況、金融支援策、事業承継支援等について情報交

換し、支援ノウハウの向上を図ります。 

 

 ①～③で得た支援ノウハウは職員ミーティング等で補助員と共有し支援体制の強化を図ります。 

 

 

１２．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

（１）現状と課題 

  第２期では、商工会内部の特産品開発事業において、観光協会と連携して鶴居村の全ての観光情

報サイト「鶴居村観光ガイド」の作成・ブランディングや「鶴居村温泉」のブランディングを実施。

また、観光の閑散期シーズンの集客を目的とした「鶴居ゴルフ旅」、「鶴居サイクリング」のＰＲ施

策を行い、鶴居村全体の観光集客に貢献しました。 

  さらに、村内の経済団体と鶴居村で協議を行う「鶴居村商工業経済懇話会」（年１回）では、各

組織の連携や村への要望を通じて、地域経済の活性化に貢献しました。 

第３期では、関係機関とより一層連携を密にしながら、各種事業に積極的に参画し、地域経済活

性化に寄与します。 

 

（２）事業内容 

①鶴居村商工業経済懇話会の開催 

  毎年 1回開催している、行政交えての各団体との経済懇話会は、その時々の問題点や課題も踏ま 

え、行政への要望を行っていたものを、「地域経済活性化、まちづくり」といったテーマを絞り込 

みつつ、それらの要望事項と協議内容を共有し、今後の地域経済活性化に資する取り組みを効果的 

に実施します。 

  

〇鶴居村商工業経済懇話会 

(目 的 :まちづくり、産業活性化) 

(対 象 :鶴居村、商工会正副会長（商業観光・建設工業部会代表）、飲食店組合、観光協会) 
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②地域資源の活用による観光需要喚起に向けた取組み 

鶴居村が取り組む「観光の産業化」に向けた取組みとして、豊かな自然を活かしたアドベンチャ

ートラベル等の推進のため、観光協会等の関係団体との連携や体制強化を図ります。また、近隣市

町村との連携や観光関連業者等とのタイアップによる集客活動を推進します。 

鶴居村が掲げる観光・地域づくりビジョン実現のため、村や関係諸団体と連携し、地域資源を活

用した商品・サービスによる「交流人口の増加」、「観光需要喚起」の取組みを推進し、地域経済の

活性化に貢献します。 

さらに、観光需要の取り込みを目的として、観光資源や特産品の知名度向上やブランディングを

通じて交流人口を拡大させ、地域経済活性化へ繋げます。 

・地域関係機関との連携 年２回 

 



２１ 

 

（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（ 令和７年１２月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体

制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  ◆氏 名:廣島 剛 

  ◆連絡先:鶴居村商工会  TEL 0154-64-2453 

  

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  経営発達支援計画事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評  

 価・見直しをする際の必要な情報の提供を行います。 

 

 ③広域経営指導員の当否 

  申請書に記載の経営指導員・廣島剛は、施行規則第 7 条第 2 項に規定する広域経営指導員に該

当しない。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①鶴居村商工会 

  〒085-1203 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西１丁目１番地(鶴居村総合センター２階) 

  TEL：0154-64-2453  FAX：0154-64-2364 

  E-mail : tsuruimura@tsurui-shokokai.com 

 

②鶴居村産業振興課 

 〒085-1203 

 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西１丁目１番地 

 TEL：0154-64-2114  FAX：0154-64-2577 

E-mail : tancho@vill.tsurui.lg.jp 

 

 

法定経営指導員(１名) 

 

 

補助員(１名) 

鶴居村 

産業振興課 

課長 １名 

課長補佐１名 

係２名 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度 

必要な資金の額 3,500 3,500 3,500 3,500 3,000 

 

 

専門家派遣謝金 

 

専門家派遣旅費 

 

会議費 

 

通信運搬費 

 

展示会等実施・出展費 

 

広報費 

 

委託・外注費 

 

 

300 

 

300 

 

 

 

40 

 

1,500 

 

500 

 

860 

 

300 

 

300 

 

 

 

40 

 

1,500 

 

500 

 

860 

 

300 

 

300 

 

 

 

40 

 

1,500 

 

500 

 

860 

 

300 

 

300 

 

 

 

40 

 

1,500 

 

500 

 

860 

 

250 

 

250 

 

 

 

40 

 

1,300 

 

500 

 

660 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費・手数料収入・国補助金・道補助金・村補助金等により行う。 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 


